
【全年次（アルバイト等で勤務している生徒）】 

雇用主には「安全配慮義務」があります 

新型コロナウィルス感染症対策 職場で安全に働くための配慮を受けていますか？ 

 生徒の皆さんは読んだ後に保護者の方へお渡ししましょう。 

進路だより 
 

 

  

  

  

新型コロナウィルスは、乳幼児や持病がある人、高齢者が感染す

ると重症化する傾向が強いと言われています。 

千葉県内のアルバイトの女性が、職場の責任者に「家族に持病の

ある高齢者がいるのでしばらく仕事を休ませてほしい」と相談した

ところ、「代わりの人をみつけてくれなければ休ますことはできま

せん」と言われた事例もあるようです。 

 

① 安全配慮義務 雇用主は労働者が安全に働くことができるように配慮を行う義務があります。 

 労働契約法第５条に定められている雇用主が負う義務で、「労働者が安全で健康に働

けるように配慮すること」を言います。政府から緊急事態宣言が出され、新型コロナウ

ィルスがまん延している状況では労働者だけでなく、個別の家庭状況への一定の配慮も

求められます。 

 

② 休むなら代わりの人を探して 労働者に他の労働者を手配する義務はありません。  

労働者は、会社との雇用契約に基づき、働く義務を負いますが、代わりの人を手配す

る義務までは負っていません。つまり、代わりの人を手配することを雇用主が業務命令

として出すことは許されず、業務命令権の濫用となります。 

 

③ マスクの問題 職場で「マスク着用」が義務付けられている 

 感染拡大防止の手段の一つとして「マスクの着用」があります。アルバイト先などの

職場で業務命令としてマスクの着用を指示された場合、その費用負担は雇用主にありま

す。仕事で着用するマスクを個人の負担で用意している場合もあるかと思いますが、本

来であれば、「現物支給」や「購入費用の支給」等が必要であると考えられます。 
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さまざまな職業を知ろう！ 自動車板金塗装工 
 

 

 

進路に関する学校行事や授業が実施できない状況です。そこ

で、期間限定でネット配信中のテレビ番組を紹介します。 

2010 年に放送された『あしたをつかめ平成若者仕事図鑑「たた

いて 直せ！ 自動車板金塗装工」』（約 24 分）を見て、職業へ

の理解を深めましょう。 

 自動車板金塗装工とは、事故などにより外装に傷を負った自

動車を修理する技術者の事を言います。自動車板金塗装工の活躍の場は、修理工場や自

動車板金工場です。そこに運び込まれた車を、さまざまな特殊技術を使って元のように

修復します。なお、番組中で「ハローワークに通い詰めた」との説明がありますが、本

校定時制の学校斡旋による就職活動では原則としてその必要はありません。 

《注意》この課題に取組む際には 契約している端末の通信容量を大容量で使用します 

・NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクでは 25 歳以下の契約者および利用者に対して、 

期間限定で最大 50GB までの追加容量の無償化の特別な措置をとっています。 

・詳しい内容は各通信事業者のホームページを見て確認してください。 

・対象外の生徒やその他の事情により動画を閲覧できない生徒は申し出てください。 

 

◆ 学校に登校できない日が続いています。各種相談は遠慮なく電話をしましょう。 

℡044-833-6544（定時制職員室直通 11:30～19:00） 

・新型コロナウィルス感染症まん延防止の為、電話受付時間が変わる場合があります。 

・教員が交代で出勤しており、担当の教員がすぐに電話に出られない場合があります。 

◆ 最新の情報等はホームページで確認しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

《出典・引用》 

「休みたいのに休めず」2020 年４月 11 日付 東京新聞, 仕事と資格の情報サイト（http://www.jobandlicense.com/） 

マスク不足なのに「つけろ」と指示された！ 現場から「職場で用意して」の声（弁護士ドットコム 2020.2.26） 
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